
くらしの情報

農業委員会からの
お知らせ

　10 月の農業委員会定例総会は次の
とおりです。傍聴においでください。

　◆日　時　10 月 15 日月
　　　　　　午後 1 時 30 分から
　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室

　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設

　

行
政
相
談
委
員
の
羽
根
田
ヒ

サ
さ
ん
が
、役
所
（
国
・
県
・
町
）

の
仕
事
に
関
し
て
、
困
っ
て
い

る
こ
と
、
心
配
ご
と
、
分
か
ら

な
い
こ
と
、
要
望
し
た
い
こ
と

等
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
、
そ

の
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

今
年
の
相
談
所
も
、
い
じ
め

や
虐
待
な
ど
の
悩
み
ご
と
に
関

す
る
人
権
相
談
を
受
け
て
い
る

「
人
権
擁
護
委
員
」、
町
が
開
設

し
て
い
る
「
町
民
相
談
室
」
と

の
合
同
で
相
談
所
を
設
け
ま

す
。
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10
月
18
日
木
午
前
10

時
か
ら
午
後
3
時

▼
会
場　

国
見
町
役
場
１
階
多

目
的
ル
ー
ム

問
総
務
課
庶
務
係

☎
５
８
５
‐
２
１
１
１

不
正
軽
油
の
撲
滅
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
！

　

県
で
は
、
10
月
を
「
不
正

軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」
と
定

め
、
関
係
団
体
と
協
力
し
て
、　　
　
　
　

不
正
軽
油
の
排
除
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
「
不
正
軽
油
を
作
ら
な
い
・

売
ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ

な
い
。」

　

不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に

は
、
県
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協

力
と
情
報
提
供
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
不
正
軽
油
の
情
報
提
供
に

つ
き
ま
し
て
は
、
県
庁
税
務
課

ま
た
は
最
寄
り
の
地
方
振
興
局

県
税
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問
県
庁
総
務
部
税
務
課

☎
５
２
１
‐
７
２
０
５

問
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部

☎
５
２
１
‐
２
６
９
９

調
停
相
談
会
を
開
催
し

ま
す

　

福
島
調
停
協
会
で
は
、
調
停

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談

会
で
は
、
裁
判
所
で
実
際
に
調

停
に
携
わ
っ
て
い
る
調
停
委
員

が
相
談
に
当
た
り
ま
す
。
困
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

11
月
4
日
日
午
前
10

時
か
ら
午
後
5
時
（
午
後
4
時

30
分
受
付
終
了
）

▼
場
所　

コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま

（
福
島
市
）
※
福
島
会
場

▼
相
談
内
容　

離
婚
、
相
続
・

遺
産
分
割
、
扶
養
等
の
家
庭
内

お
知
ら
せ

の
問
題
、
借
金
問
題
、
土
地
・

建
物
の
紛
争
、
交
通
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
等
の
問
題
な
ど

問
福
島
地
方
・
家
庭
裁
判
所
総

務
課

☎
５
３
４
‐
２
１
９
４

新
規
高
卒
者
等
就
職
面

接
会

　

新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者

お
よ
び
高
校
卒
業
後
概
ね
3
年

以
内
の
既
卒
者
を
対
象
と
し
た

「
就
職
面
接
会
」
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10
月
29
日
月
午
後
1

時
か
ら
午
後
4
時

▼
会
場　

コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま

4
階
（
福
島
市
）

問
福
島
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク☎
５
２
９
‐
７
６
４
９

『
介
護
就
職
デ
イ
』

福
祉
関
係
就
職
面
接
会

　

福
祉
（
介
護
・
看
護
・
保
育
）

関
係
職
種
へ
の
就
職
を
希
望
し

て
い
る
人
を
対
象
と
し
た
就
職

面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

多
く
の
事
業
所
の
採
用
担
当

者
と
面
接
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
で

す
。
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

11
月
8
日
木
午
後
1

時
30
分
か
ら
午
後
3
時
30
分

▼
会
場　

ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
エ
ル

テ
ィ
1
階
ス
ク
エ
ア
ル
ー
ム

（
福
島
市
）

▼
参
加
事
業
所　

32
社
予
定

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
福
島

☎
５
３
４
‐
４
１
２
４

55
歳
か
ら
輝
く
自
分
へ
！

『
介
護
補
助
講
習
』
受

講
者
募
集

　

福
島
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
会
で
は
、
講
習
受
講

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
日
程　

11
月
16
日
金
か
ら
11

月
28
日
水
の
う
ち
8
日
間

▼
会
場　

ニ
チ
イ
学
館　

福
島

教
室　

他

▼
定
員　

14
人

▼
料
金　

無
料

▼
対
象　

働
く
意
欲
の
あ
る
55

歳
以
上
の
人
※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

で
の
求
職
登
録
が
必
要

▼
内
容　

介
護
補
助
員
と
し
て

の
基
礎
的
な
知
識
を
学
ぶ

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
込　

福
島

県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連

合
会

☎
５
２
１
‐
６
０
８
１

　事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度等に関す
る説明会を開催します。

【要予約】説明会は、事前予約制となっています。
　　　　  参加を希望する事業者の方は、福島税務署まで、
　　　　  電話にて申込みください。

【申込先】福島税務署　☎ 024-534-3121
　　　　  ※自動音声の後、2 番を選択してください。
　※定員になり次第、受付を終了させていただきますので、
　　ご了承ください。

日　　　時 場　　　所

11月15日木 15:00~15:30 伊達市ふるさと会館  MDD ホール
　（伊達市前川原 63）

11月21日水
11:30~12:00 とうほう・みんなの文化センター

（福島県文化センター）大ホール
　（福島市春日町 5-54）15:00~15:30

12 月 7 日金 15:00~15:30 川俣町中央公民館
　（伊達郡川俣町字樋ノ口 11）

※説明内容は、各日とも同じです。

≪福島税務署からのお知らせ≫

消費税の軽減税率制度に関する説明会

くにみ幼稚園 藤田保育所

目 的 学校教育法に基づき、幼児を保育し、心身
の発達を助長することを目的とする施設。

児童福祉法に基づき、保護者の就労等で保育
を必要とする乳幼児を保育することを目的と
する施設。

所 在 地 国見町大字森山字太田川 36 国見町大字山崎字舘東 12－ 1

対 象 年 齢
3 歳児から 5 歳児

（平成 25 年 4 月 2 日から
平成 28 年 4 月 1 日生まれ）

0 歳児（生後 2 か月後）から
2 歳児（平成 28 年 4 月 2 日以降生まれ）

※ 3 歳児から 5 歳児は要相談

支給認定区分 1 号認定（教育標準時間） 2 号・3 号認定（保育標準時間・短時間）

対 象 地 区 町内全地区 町内全地区

開園（所）日
お よ び 時 間

月曜日から金曜日
午前 8 時 10 分から午後 1 時 30 分

( 祝祭日、年末年始を除く。夏・冬・春休み有 )
※預かり保育を実施しています。

月曜日から土曜日
午前 7 時 30 分から午後 6 時 30 分

（祝祭日、年末年始を除く）
※延長保育を実施しています。

保 育 料

所得状況等に応じて月額 0 ～ 5,700 円
（保育料の他に教材費、給食費等

月額 5,000 円～ 6,000 円程度）
※預かり保育利用料別途

所得状況等に応じて月額 0 ～ 35,000 円
（給食費を含む）
※延長保育料別途

申 込 み 期 間
11 月 1 日木から 11 月 9 日金（土日・祝祭日を除く）

　詳細については、各施設の平成 31 年度募集要項をご覧ください。
　募集要項は、次の問い合わせ先にあります。

申 込 み
問 い 合 わ せ

国見町教育委員会幼児教育課　☎ 585-2119
くにみ幼稚園　☎ 585-2882

国見町教育委員会幼児教育課　☎ 585-2119
藤田保育所　☎ 585-2374

平成 31 年度　各施設の入園・入所案内

平
成
31
年
度

く
に
み
幼
稚
園
・
藤
田

保
育
所
の
入
園
・
入
所

児
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
平
成
31
年
度
の
く

に
み
幼
稚
園
、
藤
田
保
育
所
の

入
園
、入
所
児
を
募
集
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
表
を

ご
覧
い
た
だ
き
、
各
施
設
ご
と

の
事
業
内
容
、
申
込
み
方
法
な

ど
を
確
認
し
て
申
込
み
く
だ
さ

い
。

問
幼
児
教
育
課

☎
５
８
５
‐
２
１
１
９

27 26


